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居宅介護支援事業重要事項説明書　　　　　医療法人友仁会
１．当事業者が提供するサービスについての相談窓口および営業日等

　　　　ＴＥＬ　　 ０７４９（２１）３３０５

　　　　ＦＡＸ　　 ０７４９（２１）３３０６
	営業日
	月～金　　　（除く祭日および１２／３０～１／３）

土

	営業時間
	月～金　　８：４５～１７：００

土　　　　８：４５～１２：３０


　営業日・営業時間以外の連絡先（緊急連絡先・24時間対応）　
ＴＥＬ　０７４９（２１）３３０５　（営業時間外専用の携帯電話に転送されます。）
２．当事業者の概要

	事業者名
	友仁ケアプラン支援センター

	所在地
	滋賀県彦根市竹ヶ鼻町８０

	事業者の指定番号
	２５５０２８００１６

	サービスを提供する通常の事業実施地域
	彦根市・豊郷町

（厚生労働大臣が定める中山間地域を除く）




３．当事業者の法人概要

	名称
	医療法人　友仁会

	所在地
	彦根市

	法人種別
	医療法人

	代表者
	理事長　　　西川　真理恵


４．当事業者の従業員（令和7年7月１日現在）
	
	員数
	勤務体制

	管理者
	１名
	常勤

	介護支援専門員
	5名
	常勤　5名

	
	
	


５．事業の目的および運営の方針

	事業の目的
	介護を必要とされる方の心身の状況や環境等に応じて、本人や家族の意向を基に、サービスが適切に利用できるよう、サービス計画を作成するとともに、適切なサービスが受けられるよう、各サービス事業者等との連絡調整を図ることを目的とします。

	事業の方針
	１．本人が要介護状態等になった場合においても、可能な限り在宅で自立した生活を送れるよう考えます。

２．本人の選択に基づき適切な保健・医療・福祉サービスが、総合的・効果的に提供されるよう考えます。

３．本人の意思および人格を尊重し、常に本人の立場に立って考え、提供されるサービス等が、特定の種類、また、特定のサービス事業所に不当に偏することのないよう、公正中立に複数の事業所の紹介を行うものとします。選択されたサービス事業所がサービス計画書に位置づけられた理由を求められた時には説明を行います。
４．行政・地域包括支援センター・医療機関・指定特定相談支援事業者等・他のサービス事業者等との連携を図ります。


６．提供するサービスの内容と料金

	内　　容
	提　供　方　法

	居宅サービス計画の作成と各サービス提供事業者との調整
	本人と共に、本人に必要な援助を考え、サービス担当者会議等を行い、居宅サービス計画を作成します。また、各サービス利用に関する事業者との調整をします。

	サービスの実施状況および課題の把握
	1ヶ月に1回以上、担当の介護支援専門員が、サービス内容が適切かなどについて本人、家族と話し合います。



	給付管理


	介護保険を使って受けられるサービスについて、実際にサービスが受けられる範囲やサービスの種類等について調整し、また、サービスが計画通りに提供されたかなどを確認して、給付管理を行います。

	要介護認定等の協力、援助
	本人が要介護認定の変更や、更新認定を受けることについて申請を代わって行ったり、その他必要な援助を行います。

	お客様からの相談の対応
	介護保険や介護に関することについて、ご相談をお受けします。




〔料金等〕

	利用料
	◎厚生労働大臣の定める基準額：

　事業所のケアマネージャー1人あたりが1ヵ月に受け持つ件数により、

要介護の区分により定められた基準となる額。

1 介護　1.2　　11,316円／月（取扱い件数が45件未満）

要介護　3.4.5　14,702円／月（　　　　　〃　　　　　）

2 介護　1.2　　 5,668円／月（取扱い件数が45件以上60件未満）

要介護　3.4.5　7,335円／月（　　　　　　〃　　　　　　　　）

3 介護　1.2　 　3,396円／月（取扱い件数が60件以上）

要介護　3.4.5　 4,397円／月（　　　　　　〃　　　　）


	
	◎加算

□特定事業所加算【Ⅰ】5,407円／月

1. 常勤専従の主任介護支援専門員2名以上配置
2. 常勤専従の介護支援専門員3名以上を配置
3. 利用者の情報やサービス提供上の留意事項などの伝達を目的と
した会議を定期的に開催。（概ね週1回以上）
4. 24時間連絡体制を確保し、必要に応じて利用者などからの相談に対応する体制を確保している
5. 算定月の要介護3～ 5の者の割合が40％以上（地域包括支援
センターから紹介された支援困難事例は計算対象外）である
6. 介護支援専門員に対し、計画的に研修を実施
7. 地域包括支援センターと連携を図り、みずから積極的に支援困難
事例にも対応可能な体制を整備
8. 家族に対する介護等を日常的に行っている児童や、障害者、生活困窮者、難病患者等、高齢者以外の対象者への支援に関する知識等に関する事例検討会、研修等に参加していること。
　　9. 特定事業所集中減算の適用を受けていないこと（中立・公正の確保）

　　10. 介護支援専門員1人（常勤換算）の利用者数（介護予防を含む）が45名未満
　　11. 法第六十九条の二第一項に規定する介護支援専門員実務研修に
おける科目「ケアマネジメントの基礎技術に関する実習」等に協力又は協力体制を確保していること
　12. 他の法人が運営する指定居宅介護支援事業者と協同で
事例検討会（または研究会）等を実施している。
13. 必要に応じて、多様な主体等が提供する生活支援のサービス
（インフォーマルサービスを含む）が包括的に提供されるような
居宅サービス計画を作成している

□特定事業所加算【Ⅱ】4,386円／月

1.常勤の主任介護支援専門員1名以上配置。
2. 常勤専従の介護支援専門員3名以上を配置。
　　　＊特定事業所加算【Ⅰ】と（4、6～13の項目）同じ
□特定事業所加算【Ⅲ】3,365円／月
1.常勤の主任介護支援専門員1名以上配置。
2. 常勤専従の介護支援専門員2名以上を配置。
＊特定事業所加算【Ⅰ】と（4、6～13の項目）同じ
□特定事業所加算【Ａ】1,187円／月
1.常勤の主任介護支援専門員1名以上配置。
2. 常勤専従の介護支援専門員1名以上・非常勤1名以上配置。
（非常勤は他事業所との兼務可）
＊特定事業所加算【Ⅰ】と（4、6～13の項目）同じ
ただし、4，6，11，12に関しては連携でも可
・初回加算         　　 3,126円／月  

　　新規に居宅サービス計画を作成する場合に算定する額。

・入院時情報連携加算　　
【Ⅰ】2,605円／月　【Ⅱ】2,084円／月

　入院にあたり、病院又は診療所の職員に対して、心身の状況や生活

環境等、必要な情報を提供した場合に加算する額
【Ⅰ】：入院した日のうちに提供（提供方法は問わない）
【Ⅱ】：入院した日の翌日又は翌々日に提供（提供方法は問わない）

・退院、退所時加算　　　

カンファレンス参加　無

カンファレンス参加　有

連携１回
4,689円

6,252円

連携２回

6,252円

7,815円

連携３回

×

9,378円

退院又は退所にあたり、関連する病院又は施設等の職員と面談、

またはカンファレンスに参加し、必要な情報の提供を受け、

居宅サービス計画を作成し、居宅サービスの利用に関する調整を

行った場合に算定する額。

・緊急時等居宅カンファレンス加算　2,084円／月（月2回を限度）

　　病院又は診療所の医師又は看護師と共に居宅を訪問し、カンファレ

　　ンスを行い、必要に応じて、居宅サービスの利用に関する調整を
　　行った場合に算定する額。

・ターミナルケアマネジメント加算　4,168円／月

　　居宅で亡くなられた利用者に対して、終末期の医療やケアの方針に関する当該利用者又はその家族の意向を把握した上で、その死亡日及び亡くなられた日前14日以内に2日以上、当該利用者の居宅を訪問し、当該利用者の心身の状態等を記録し、主治の医師及び居宅サービス計画書に位置付けた居宅サービス事業者に提供した場合に算定する額。
・通院時情報連携加算　521円/月（月1回を限度）
　　通院に同席、医師又は歯科医師に情報を提供し、医師又は歯科医師
から情報提供を受け、ケアプランに記録した場合に算定する額。

・中山間地域加算        所定単位数の5％

・地域区分加算          利用料に地域区分（10.42％）上乗せ

　　1ヵ月の所定単位数に、厚生労働大臣が定める係数をかけて算出し

　　算定する額。
・看取り期におけるサービス利用前の相談・調整等に関する支援プランについて：退院支援等行い、一定の要件を満たした場合、本人死亡でも
当該業務について介護報酬を請求する。　

	
	· 本人に介護保険が適用される場合は利用料を支払う必要はありません。（全額介護保険により負担されます。）

· ただし、本人が以前に保険料の滞納がある場合は、本人より料金をいただき、当事業所が発行する指定居宅介護支援提供証明書をもって、差額の払い戻しを受けることができます。

	　交通費
	本人のお宅が当事業者の通常の事業実施地域以外にある時は、通常の実施地域を越えた地点から下記の通り交通費の実費をいただきます。

　１．実施地域を越えた時点から片道５ｋｍ未満　　　　３００円／1回

　２．　　〟　　から片道５ｋｍ以上～１０ｋｍ未満　　６００円／1回

　３．　　〟　　から１０ｋｍ以上　　　　　　　　　　９００円／1回


７．料金の支払い時期と支払方法

上記により本人から料金をいただく場合は、引き落とし又は集金に伺います。
８．解約

１．本人が当事業者に対し、契約書に添付した「解約の通知」を解約する日の７日前までに事業所に届け出ていただく、または口頭で伝えていただくことによって、この契約を解約することができます。ただし、緊急の入院等、やむをえない場合はこの限りではありません。

２．事業者は、事業の廃止等、やむをえない事情がある場合、本人に対して契約終了日

　  １ヶ月前までに理由を示した文書でお知らせすることにより、契約を解約することがあります。この場合、当事業者は他の居宅介護支援事業所に関する情報をお伝えするなど、本人が続けて、滞りなく介護保険のサービスを受けることができるように手配します。

３．事業者は、本人又はその家族等の介護者が、事業者のサービス従事者の生命、身体精神及び財産を傷つけるなど、その人権を侵害したことにより、本契約を継続し難い事情が認められる場合、この契約を解除することができます。

４．事業者は、本人又はその家族等の介護者と事業者との信頼関係に支障をきたし、
　　　その回復が困難であり、適切なサービスの提供を継続できないと判断できる場合
この契約を解除することができます。

９．契約の終了

　　つぎの場合には、自動的に契約は終了します。

１．本人が医療機関に３ヶ月以上、長期間入院した場合。 

　２．本人が介護保険施設等に入所した場合。

３．本人が自立または要支援１、要支援２と判定された場合。または３ヶ月以上

　　介護保険サービスを利用しなかった場合。

（地域包括支援センターに情報提供など必要な支援を行います。）

４．本人がお亡くなりになった場合。
１０．入院時の対応　
医療・介護の連携を図ります。（病院又は診療所入院時には担当介護支援専門員の

氏名及び連絡先の提示をお願いします。）

１１．損害賠償

１．当事業者の責に帰すべき明らかな事由によって、本人が損害を被った場合、
当事業者は本人に対して損害を賠償するものとします。

　　２．本人または家族等の介護者は、本人または家族等の介護者の責めに帰すべき事由により、当事業者の従業者の生命、身体及び財産に損害を及ぼした場合には、
相当範囲内においてその損害賠償を請求される場合があります。
１２．事故発生時の対応
　　１．当事業所は本人に対する居宅サービスの提供により事故が発生した場合は、市町村、本人、家族に係る事業所等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。

　　２．当事業所は事故の状況及び事故に際して採った処置について記録を行います。

　　３．当事業所は本人に対する居宅サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害を賠償するものとします。

１３．虐待防止に関する措置

　　当事業所は、本人の人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を設置する等の必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じます。
１４．非常災害（感染症等）対策

　　非常災害（感染症等）の発生の際にその事業が継続できるよう、他の指定居宅介護
支援事業者等との連携および協力を行う体制を構築するよう努めます。
１５．プライバシー（個人情報）の保護

当事業者がサービスを提供する際に、本人や家族に関して当事業者が知り得た情報に
ついては、サービス担当者会議等の利用者の方へサービス提供のために必要な業務以外では決して他に漏れないようにします。サービスの提供に関わって、本人の情報を他の
事業者等と共有する必要がある時は、あらかじめ本人に説明し同意書に署名をいただきます。
１６.ケアマネジメントの公正中立性の確保
　公正中立にサービスの提案を行う観点から、訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護（利用定員が１９人未満、原則として居住する市町村の住民が利用できる通所介護）、
福祉用具貸与の４つのサービスについて、提供されたものの割合をお示しいたします。

【提供期間：2025.3.1～2025.8.31】

1 当事業所の前６ヶ月間に作成したケアプランにおける、訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与のサービスの利用割合

訪問介護　34.7％　
通所介護　52.2％

地域密着型通所介護　10.4％　
福祉用具貸与　76.2％
2 当事業所の前６ヶ月間に作成したケアプランにおける、訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の各サービスごとの、

同一事業者によって提供されたものの割合（上位３事業所）

	訪問介護
	・アリエスけあ彦根　　　

               17.9%　

㈱M‘s Office　　　　　　　　　　　　
	・ニチイケアセンター大藪 　　　　　16.5%　　
㈱ニチイ学館
	・訪問介護みずほ　　　　　　　　

                9.8%　

(有)みずほ

	通所介護
	・彦根市佐和山　　　　
デイサービスセンター　　　
　　　　　　　17.5％　

(医)友仁会
	・デイサービス・　　　
シンシア彦根　　　　　　　
　　　　　　　16.2％　

　　　(株)グローバル

	・彦根市ふたば　　　　　
デイサービスセンター
 　　　　　　　　13.7%

 　　　(医)友仁会                                         

	地域密着型通所介護
	・URBAN STUDIO   
ゆるりは　　　　　　　
　　　　　　　42.3％　
(有)セイファ
	・ぽぽハウス　　　　　
デイサービスセンター　
　　　　　　　23.4％　
（ＮＰＯ）ぽぽハウス


	・デイサービス　　　　　

クローバー　　　　　　

　　　　　　　　10.8%　

（医）玄一会


	福祉用具
貸与
	・(株)ヤマシタ　　　　
彦根営業所　　　　　　
　　　　　　　41.7%　
　　　㈱ヤマシタ　
	・ケアパートナーヨシイ　
彦根　　　　　　　　　
　　　　　　　13.0％　
㈱ニチイ学館　　　　　　　　　　　　　　　　
	・ケアサポートおうみ　
彦根　　　　　　　　　
　　　　　　　　10.8％　　
　　　　　(株)トーカイ


17.相談・苦情窓口

　　　次のことについて、相談や苦情等がございましたら、当事業者の窓口まで遠慮なくお申し出ください。

(1) 当事業者が提供するサービスについて

(2) 居宅サービス計画に基づいて提供している各サービスについて

担当者　友仁ケアプラン支援センター　　前田　由佳梨
ＴＥＬ　０７４９（２１）３３０５　ＦＡＸ　０７４９（２１）３３０６
当事業者以外でも、ご相談や苦情等については下記の窓口があります。

各市町村介護保険担当課苦情窓口　

	彦根市　高齢福祉推進課
（くすのきセンター）
	電話　０７４９（２４）０８２８

	甲良町　保健福祉課
	電話　０７４９（３８）５１５１

	多賀町　福祉保健課
	電話　０７４９（４８）８１１５

	豊郷町　医療保険課
	電話　０７４９（３５）８１１７

	滋賀県国民健康保険団体連合会苦情窓口
（介護保険係）
	電話　（０７７）５１０－６６０５


友仁ケアプラン支援センターは、重要事項説明書に基づいて、居宅介護支援のサービス内容及び重要事項の説明を行いました。

上記重要事項説明書を証するため、本書２通を作成し、本人、事業者が署名押印の上、　1通ずつ保有するものとします。

説明日　令和　　　年　　　月　　日

事業者　所在地　　滋賀県彦根市竹ヶ鼻町８０番地

　　　　　　　　名　称　　友仁ケアプラン支援センター

　　　　説明者　氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　私は、本書面により事業者から重要事項の説明を受けました。

本人　　住所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　氏名

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　代理人　住所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　氏名（続柄：　　　　　　）
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